
　四日市市と楠町が合併して１０周年を迎えることを記念し、合併の成果であるこの１０年を振り返るとともに、
今後のまちづくりに向けての講演会を開催します。皆様、ぜひお越しください。

日　 時：平成２７年２月７日（土）１３時３０分から１６時（開場１３時）
場 　所：文化会館（安島２丁目５－３）第１ホール 入場無料
定　 員:１，２００人（先着順）
　

第１部　記念式典　　　　　　　　 もりすえ　      しんじ

第２部　記念講演会　　講師：森末　慎二さん 「あくなき挑戦　～未来に向けてのまちづくり～」

 　  その他：手話通訳、要約筆記、赤外線補聴システム、磁気誘導ループあり
                 託児あり（無料。１歳～未就学児。２月２日までに政策推進課まで 申込が必要です）
問合せ先：政策推進課　電話３５４－８１１２ 　ＦＡＸ３５４－３９７４
                                         Ｅｍａｉｌ：ｓｅｉｓａｋｕｓｕｉｓｈｉｎ@ｃｉｔｙ．ｙｏｋｋａｉｃｈｉ．ｍｉｅ．ｊｐ

日　　 時：　平成２７年１月３１日（土）　１３：３０～
場　　 所：　小山田地区市民センター　　２階　大会議室
講　　師：　ライフサポート三重西　　運営委員長　　田中   紘美  様
テ ー  マ：　『住み慣れた地域で過ごし続けたい』
　　　　　　　　　　　　　　　　～ 地域の中で支えあうために ～
申  込  み：　 小山田地区市民センター　　ＴＥＬ ３２８－１００１

小山田地区市民センター
　　 ３２８－１００１
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本年もどうぞよろしくお願いいたします
       小山田地区市民センター
        小山田地区団体事務局         職員一同

社会教育講座
　みなさんのご参加
　お待ちしております

小山田地区市民センター

　　 平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴い、平成２６年度分市民税（均等割）が課税されない人を
対象に、「臨時福祉給付金」を支給しています。
　　 ただし、課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合などは対象外です。
      受付期限は、平成２７年１月３０日（金）です。期限までに受付がお済みになりませんと、支給対象であっても
 臨時福祉給付金が支給されませんのでご注意ください。
　　支給対象と思われる人で、まだ申請されていない人は、下記までご連絡をお願いします。
　

臨時福祉給付金室（四日市市役所９階）　 ＴＥＬ ３５４－８０９２　ＦＡＸ ３５４－８０９３
 

四日市市・楠町合併１０周年記念式典

堂ケ山町の自治会長が、１２月より米川嘉樹さんになりました。
よろしくお願い致します。
　

 前自治会長さんの緒方眞二さんは１１月末で退任されました。
小山田地区活動に多大なご尽力をいただき、ありがとうございました。

臨時福祉給付金室

政策推進課

臨時福祉給付金の申請はお済みですか？



　  ファミリー・サポート・センターは、子育てを地域で支えあう
会員組織です。

　１０月末現在、総会員数は１，４００名を超え、毎月約３００件

前後の援助活動が行われています。 子育てのお手伝いを
する人(援助会員)に特別な資格は必要ありません。あなたの
力を子育て支援に活かしてみませんか？
　

　受講開始から１年以内に全ての講座を受講すれば、援助会員

として登録できます。また、子育て、孫育て中の人も日常生活の

中で役立つことが多い講習内容です。

１講座からでも受講できます。
　

場　　　　所：四日市市勤労者・市民交流センター　東館３Ｆ

申 込 方 法：電話、ＦＡＸにて１月３１日(土)までにお申し込みください
テキスト代 ：２，０５０円
 そ    の 他 ：保育あり（無料　先着１０名）
申込み･問合せ先：四日市市ファミリー・サポート・センター

　　　　　　　地域のみなさんで花と緑あふれる潤いのあるまちづくりをしませんか
　

対　　　　  象：市内の道路沿いや公園など公共の空地で緑化に取り組むボランティア団体など
補助限度額：１５万円まで（ただし予算の範囲内のため、減額となることがあります）

補 　 助 　率：９／１０以内（１割以上が自己負担）
申   し 込 み：平成２７年２月２０日までに、所定の用紙に記入の上、  必要書類を添えて、市役所４階　都市計画課へ
そ　　の　他：そのほか条件あり。募集要項、必要書類などは、都市計画課、 各地区市民センター、
　　　　　　　　楠総合支所にあります。また、市のホームページからも入手できます。

問  合 せ 先：都市計画課　まちづくり支援グループ　ＴＥＬ３５４－８２１４ 　ＦＡＸ３５４－８４０４

　　現在地区市民センターにて配付を行っている動物駆逐用煙火（Ｔ－３）及び専用ホルダーについては、経済産業省
からの通達により、より安全なものへの交換が必要となります。
　

　 ついては、各地区市民センター（水沢、桜、川島、四郷、内部、小山田、河原田、県のみ）にて随時交換を行いますの
で、旧式のＴ－３及び専用ホルダーを持参のうえ、上記地区市民センターにて交換をして下さい。

※改良後の専用ホルダーには「安全対策対応」と記入してあり、ステンレス製に変わります。
　  また、Ｔ－３は若干長くなります。

 

平成２７年度『花と緑いっぱい事業』の参加団体を募集しています

　　　　　　　 新規援助会員講習会のお知らせ 　四日市市ファミリー・サポート・センター

動物駆逐用煙火（Ｔ－３）を使用している皆様へ

『 第４７回みんなの消費生活展 』
　“考えよう　　地球と人への思いやり”　～聞き・見て・学び　　すぐ行動～

日時：平成２７年１月２３日（金）～１月２５日（日）１０時～１７時
会場：近鉄百貨店　四日市店１１階　近鉄アートホール
内容：展示
　　　　①環境コーナー ：電気とガス器具の上手な使い方展示ほか
　　　　②食コーナー     ：食の安心と安全についてのパネル展示や水沢茶・牛乳の試飲ほか
　　　　③防災・防犯・住コーナー：非常用飲料水袋・住宅用火災警報器など防災関連展示、防犯活動の紹介ほか
　　　　④金融・相談コーナー：くらしと金融、知って安心な消費生活のための展示と啓発のほか、行政相談員による
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  行政相談(無料、予約不要）も行います。
　　＊なお、上記以外に手芸、袋物の実演もあります。　（実演参加には、材料費３００～７００円程度が必要）

 問合せ先：市民生活課　市民・消費生活相談室　ＴＥＬ３５４－８１４７　　 四日市消費者協会　ＴＥＬ３５７－５０６９

　ステージイベントも
　　　　あります

農水振興課

   （ＮＰＯ法人体験ひろば☆こどもスペース四日市内）   ＴＥＬ/ＦＡＸ ３２３－００２３
こども未来課


